
集中的に管理する。運営は自主的なものとする。  

・へき地医療拠点病院等の中核的な病院への支援につ  

いては、医師の集約など、他の病院等から医師の引き  

抜き、これらの病院の廃止や診療所化を招くことにつ  

ながる。それは、地域住民の医療へのアクセスの狭小  

化を招きかねない。地域の医療機側に配慮し、憮主に  

進めるべきである。（再掲）   

○なお、へき地医療に対してある一定期間支援した場  

合に社会医療法人の指定を受けることができるが、認  

定要件となるのがへき地診療所に対しての支援のみで  

あり、へき地にある病院への支援も認定要件として認  

めてもらいたいとの意見もあった。  

2）へき地診療所に対する支援について  

○へき地診療所の施設整備の拡充について  

3）情報通侶技術（IT）による診療支援について  

○へき地における遠隔医療は大きく以下の2つに分け   ○ へき地等における医療機関の抱える時間的・距離的ハ   

られる。へき地医療拠点病院においては、263施設中38   ンディを克服するためのツールとして、情報ネットワー   

例（14．4％）が遠隔医療を実施している。   クの整備は不可欠のものである。できるだけ、ブロード   

① 在宅の患者さんに直接健康管理を行うもの。この中   ′〈ンド環境（光ファイバー網）であることが望ましい。   

に医師が直接指導する場合と保健師あるいは助産師、   ○ へき地等における医療機関から24時間365日いつでも   

看護師が指導するものが含まれる。   気軽にlTを利用した相談（遠隔画像伝送等）や、TV   

② 医師同士の診療支援ということで、特に一人で診療   会繕などができる体制の整備が必要である。   

をされているような先生方について、専門医がどのよ   ○ICTによる遠隔医療は、対面診療が原則であるこ  

うに支援を行えるかという観点から考えている画像診   

断等の診療支援の仕組み。  

○ なお、電話は最も基本的かつ推にでも容易に利用可能   

な通信手段であり、健康・医療の分野において、コール   

センターの活用が進んでいることから、遠隔医療lこおい   

ても官話の活用が考えられる。コールセンターと相談デ   

ータベースのクラウドシステムの構築により、センター   

化とローカライズを同時に実現することで、遠隔医療マ   

ネジメントの質の向上が期待されるという提案があっ   

た（参考○）。  

と、標準的で開放的なシステムであること、財源面を含  

め安全性・安定性に優れたものであることなどが必要で  

ある。  

4）ドクターヘリの活用について  

○ へき地医療の現場から、医師や救急車不在を回避する   

ために、ドクターヘリの活用は積極的に推進していく必   

要がある。  

○ へき地等の多い中山間地域では、ヘリが着陸できない   

地域が多いためヘリの離発着場の整備も必要である。  

○ へき地医療現場からのヘリ搬送については、ある程度   

のオーバートリアージを容認する姿勢を明確にしてお   

く必要がある。  

○ 地理的要件によっては、海上交通の選択肢しかない場   

所もあり、距離が遠い離島地域については、ジェット機   

の活用も検討されるべき。  
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5）その他   

○ 地域における病院間の連携をしっかりと取り、そこに   

へき地も組み込むという体制にするべきであり、単なる   

医師の取り合いになると、へき地は負けてしまうという   

意見があった。   

○∵ネサや床以下の如浦痍峠、J総食奉の青鹿・激動こ適           ○ また、200床以下の中小病院は特に医師不足に陥っ   
ており、このような中小病院対策も考えてほししiという   し瑚軸鱒酷軸鯨、漸や捌纏㈱輔潮抑頗紳   
意見があった。   あ棚席料軸七帆儀ぎ車載青舶、：棚鹿と庭中づ  

輿＝孝輌離秦紙舶横願舶陣勘晴煎瀬紅  

拗蠍溌脳凍わ、カネを投入じ吏レ古かり七ごさ入れ  

をする必要があるこ。   

（4）へき地等における歯科医療体制について  

○ 歯科においても医師等に対する対策と同様の取り組み   

を行うとともに、特に次の点について重点的に取り組む   

必要があるとの捷案があった。   

① へき地医療支援機欄lこおいて、歯科医療や口腔ケアに   

ついて医科との連携を含め、コーディネイトできる体制   

がまだ十分でないことから、へき地医療支援機構の強化   

の中で、地域の歯科医師会や歯科大学・歯学部との連携   

の推進など、歯科医療や口腔ケアの確保に向けた人体的   

な対応が可能となるような方向付けをすべきではない   

か。   

② 歯科大学の卒前教育や臨床研修においてへき地歯科  

医療に関する教育・研♯が必ずしも十分でないことか   

ら、カリキュラム等のなかでへき地歯科医療に関する内   

容の充実を園るべきではないか。また、へき地歯科医療   

の確保が困難な都道府県lこおいては、自治体などの奨学   

金制度の充実も検討詳糧のひとつではないか。  

③ へき地住民の必要に応じ、へき地医療拠点ホ院尊から   

歯科医師を派遣するなどの機能を強化する必要がある   

ことから、へき地医療を支えるへき地医療拠点ホ院の機   

能の中に、巡回歯科診療や訪問歯科診療などの歯科医療   

提供体制の確保を明示するとともに、へき地住民の口腔   

機能の管理などを担う地域歯科保健活動についても支   

援できるようにすべきではないか。  

（5）へき地等の医療機関に従事する医療スタッフについて   

○ へき地で勤務する看護師への支援等について以下の捷  

案があった。  

① へき地看護に従事する看護職の実態というのが明ら  
かになっていないことから、都道府県等において必要な  

調査を実施すべきである。  

② 都道府県斗位の人材書成として、都道府県立の看護  

師暮成所等が看護の十分行き届いていないところや、人  

材等支援が必要なところに対して寄与していく役割を  

強化していくことや、学生が将来も含めて働いてみたい  

と思えるような離島・山村等に関心を持たせる教育が必  

要である。  

また、キャリア開発支援を視野に入れた人事交流や  

○ 医師だけでなく春雄師をはじめとする医療スタッフの   

派遣も視野に入れる。  

○ 常勤でのスタッフ確保が困難な場合は、隣接する市町   

村が広域で運営を行い（身分を同じにする）、診療所を出   

弓畏診療所化するなど、医療機関の再績も視野に入れて検   

討を行う必要がおる。  

○ 医療スタッフのモチベーションを高めるためにも、業   

務の権限委細に向けた環境整傭、研修体制の必要性が指   

摘できないか。  
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派遣制度等の仕組み作りができないか。都道府県看護協  

会等が各地域でネットワーク組織を作り、現職場での退  

職を検討している者などがへき地看護の従事につなが   

るような機会を作るとよいのではないか。  

③ 都道府県担当部手又はへき地医療支援機橋が中心に  

なって、看護協会、看護師養成所等、へき地医療拠点病  

院、日本ルーラルナーシング学会が協力して、支援ニー  

ズの明確化と支援方法を検討して、支援を実施していく   

ことが大事だと思う。  

看護活動に関して相互的なコミュニケーションによ  

る支援というものがすごく重要なのではないかと思う。  

集合研修ということでは支援が難しいへき他の状況  

があるので、認定看護師等のへき地看護経験者の登録制  

度を設けて、へき地に出向いて支援できるような仕組み   

を作るといいのではないかと思う。  

5 今後のへき地保健医療施策の方向性について  

（1）国、都道府県等が果たすべき役割について   

① 第11次へき地保健医療計画策定にあたり、今後都道府  

県は、へき地を中心とする地域医環の分析を行った上で、  

こめ度例示する先進事例を参考にして、改善策を1体的に  

策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、  

園は研究班を活用するなどして、そのフォローアップを行  

うような仕組みを作る必要がある。この際併せて、地域枠  

選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着  

率を上げるための方策についても検討することが重要で  
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ある。  

②国は、全国のへき地医療支援機榊の専任担当官等が参加  

する「全国へき地医療支援機構等速給金嬢（仮称）jを設  

け、都道府県間の格差の是正や各都道府県間にまたがる事  

項の調整などを、園と共同して実行する必要がある。  

（2）へき地医療支援機榊の強化と新たな役割について  

へき地医療支援機構は、代診医派遣等の従来の機能を拡充  

させるため、医育機関やへき地医療拠点病院と研整しなが  

ら、へき地保健医療施策の中心的機関として、地域の実情に  

応じたドクタープール機能やキャリアパス育成機能などに  

主体的に関わることが期待される。  

人体的に園は、本報告暮を踏まえて機構が果たすべき役割  

や位tづけを明確化し、都道府県等に周知・徹底していくと  

ともに、これら新たな機能を果たすべく、へき地医療支援機  

檎等の強化に向けて、圏、都道府県等は積極的に支援する必  

要がある。なお、へき地を有しているが機構未設置の県につ  

いては、設置を行うようにすべきである。  

（3）へき地医療への動機付けとキャリアパスの構築に向けて  

この度、へき地に勤務する医師のキャリアデザインのモデ  

ル例を作成したので、都道府県はこのモデル例を参考にし  

て、関係者間で協議しながら地域にあったキャリアデザイン  

作りに取り組んでいく必要がある。  

また、へき地医療への動機付けとして、地域の医療を担う  
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「総合医」育成を促進する一方、「へき地医療専門医（仮称）」、  

「地域医療修了医（仮称）」等新たな称号や資格化について   

は現時点では様々な課樋があり、直ちに制度化することは難   

しいものの、引き続き関係者と協議しながら研究班等で検討   

していく必要がある。   

（4）へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について  

今般、診療報酬上、DPC対象病院における新たな機能評   

価指標に、へき地医療拠点病院が選定されたことを踏まえ、   

また質を確保する観点からも、拠点病院の実績や体制にあっ   

た新たな評価指様について、今後研究班等で検討していく必   

要がある。   

（5）情報通借技術（IT）による診療支援について  

へき地等における医療機関の抱える時間的・距離的ハンデ   

イを克服するためのツールとして、情報ネットワークの整備   

は不可欠であり、へき地診療所がへき地医療拠点病院等と常   

時相談できるような体制整備等に向けて、引き続き支援して   

いく必要がある。   

（6）ドクターヘリの活用について  

へき地医療の現場から、医師や救急ヰ不在を回避するため   

に、ドクターヘリの活用は積極的に推進していく必要があ   

る。   

（7）歯科医療、看護職篭への支援方策について  

へき他事Iこおける歯科医機体制、事績職零への支援方策な   

どについても、原則、医師等lこ対する対策と同様の取り組み   

を行うことが必要であると考える。今後関係者間での協縫や   

研究班等での検討を踏まえて、井体的な施策に結びつけるよ   

う、国は引き続き支援していく必要がある。   

6 終わりに（P）  

・iも∫  

盲【・′●脇   



（検討会報告書別添案）  

へき地医療に関して先進的な取組みを行っている都道府県の例   

1．長崎県の離島医療体系図（一部抜粋）  

長崎県へき地医療支援機構概要   

長崎県の離島・へき地医療は、主に長崎県、関係市町、長崎大学、国立長崎医療センター、長  

崎県病院企業団、離島の公設診療所などが有機的に連携してマネジメントされている。こうした  

地域医療を支える県の養成医制度として、長崎県医学修学資金貸与制度（昭和45年創設）と自治  

医科大学派遣制度（昭和47年創設）があり、この制度で養成された医師は国立病院機構長崎医療  

センターと長崎県病院企業団の基幹病院で初期臨床研修を受け、主に離島にある長崎県病院企業  

団病院に勤務する。標準的な義務年限は、研修期間も含めて医学修学資金貸与制度が12年、自治  

医科大学派遣制度が9年で、義務期間の途中で希望する医療施設においてそれぞれ1年間の再研  

修、再々研修を受けることができる。  

長崎県離島・へき地医療支援センター（以下、支援センター）は、従来の長崎県へき地医療支  

援機構の業務に加え、代診医の派遣や常勤医師を確保することで、主に離島の公設診療所を支援  

する目的で設置された。この支援センターの特色ある支援事業として、「ドクターバンク事業」と  

「しますけっと団医師斡旋事業」がある。  
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「ドクター／くンク事業」では、離島の市町からの要請に応じて、全国から診療所常勤医師を公  

募し、県職員として採用した上で診療所へ派遣する。2年間を1単位として、1年半の離島診療所  

勤務の後は、希望に応じて半年間の有給の自主研修が保証されている。また、常に支援センター  

の専任医師が相談に応じる体制となっており、こうした連携強化によってチームで離島・へき地  

の医療を支えるという意識を育み、常勤医師の負担軽減を図っている。診療所常勤医師の募集の  

ため、支援センターが主体となって毎年定期的に都市部で医師募集説明会を開催している。   

「しますけっと団医師斡旋事業」は、離島■へき地の市町から代診医派遣要請を受け、支援セ  

ンターが「しますけっと団」に登録した医師あるいは医療機関を調整して斡旋する事業である。  

常勤医師の学会出張や休暇、病気の際の代診、そして専門外の医療分野の診療応援などを行うこ  

とで、常勤医師を支援するシステムである。   



2．高知県へき地医療協議会  

総 会：1固／年  

幹事会：3ケ月毎  
三権分立の関係  

高知県（主管課：健康福祉部医療薬務課）  

負担金■人事   

派遣されている医師数  

へき地医療確保  
人事ヒアリング  

＆アンケート  

支援機柑こよる  

継続派遣  

村への指導  によって負担金が異なる  

労務環境・QO」向上  

後期研修・定期医師研修   
高知話診医会（34名）  

自治体間における   

横のつながり  
地域住民の健康管理・地域医療千献  

i宇田努：「都道府県へき地・離農保健医療計画策定に向けての事例集（平成19年度牌」から  

高知県のシステムは、「人の輪」で構成されている。   

自治医科大学卒業医師を受入れている市町村の間の格差を解消し、どの市町村に赴任しても同じ条件で、  

かつ気持ちよく勤務ができる環境を作ることを目的として、市町村の枠を越えた横のつながりを持つ組織と  

して、昭和61年に「高知県自治医科大学卒業医師勤務市町村等連絡協請会」が設置され、さまざまな課題  

について議論することとなった。これにより、自治医科大学卒業医師と受けいれる市町村、医師を派遣し市  

町村を指導する立場の県が、相互理解を深めることが可能になった。県内のへき地医療機関における勤務の  

条件が均一となり、各市町村から一定の負担金を拠出してもらうことで「在籍出向」の形で後期研修を行う  

システムが確立した。   

続いて、自治医科大学以外を卒業した医師にも、協譲会に参加してもらうために「腕白治医大」のキーワ  

ードのもと、平成10年に名称が「高知県へき地医療協雄会」に変更された。   

それを機に当初、自治医科大学卒業医師のみで発足した協練会の医師部会も「高知諸診医会」と改組され  

て今日に至っている。   

いまだ、自治医科大学卒業医師が中心ではあるが、高知大学の出身者も含んだ「高知詩診医会」が、高知  

県、各市町村の三者で、「三権分立」と表現されている対等な立場でマネジメントをしていることが特徴で  

ある。  
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3．新潟方式  

古典的な医局人事によるへき地への医師の配置  

新潟大学大学院 医歯学総合研究科総合地域医療学講座井口清太郎 先生の協力を得て作成   

新潟は、「医局人事によるへき地への医師の配置」と言うことができる。   

まず、前提として、以下の3つが新潟県の特徴としてあげられる。  

1．自治医科大学卒業医師のほとんどが新潟大学に入局すること   

2．ほかの県と違って、新潟大学の医局の細緻の力がしつかり残っていること   

3．新潟大学の内部に「自治医科大学卒業医師は同じ仲間である。」という認級があること   

上記の前提のもとで、園にキーパーソンと示した人物が、新潟大学と新潟県の間、現在は福祉保健部を中  

心として県と大学の間をうまく調整することによって派遣先をきちんと確保しており、義務内のへき地勤務  

を行っている。義務年限終了を待って大学で研究を行って学位を取得することや、専門医の資格を得ること  

もできるようになっている。義務後も医局の人事で県内のへき地医療機関に赴任して、その後、キャリアデ  

ザインの最終段階としては中小の県立病院の病院長職等が考えられている。   

以上のことから、医師が誇りを失わずに帰属できる場所があり、それが構造として維持されていれば、キ  

ャリアデザインがうまく機能するということが舌えると考えられる。  

さ▲   



4．鹿児島方式  

鹿児島県へき池医嬉支援機†集 代診医派遣システム  

5   



平成19年7月まで   平成19年8月以降   

事 務 局  霧島市立医師会医療センター内   県立病院札内（＋4地域毎の県立病院総務課）   

専任担当官  上記センター勤務医師 1名（自治医大卒）   県立病院事業管理者が兼務 1名（医師）   

組織体制  

制 

ことができた。   
。 ◎轟泡毒鞭≡琴詣壷読癖警  

会概開催  菅躍謂ヂ講読ヂ舐誌毒照相姦孟夏禦㌢  ●磁器慧肇弼露熟孟孟訴謬繁   

代診医派遣 の協力医師  土盛壷轟転鰐藍酢鮎声粟野卒’   ；讐森澤肇欝粁ない体制   
派遣対象  公立医療機関   原則として，常勤医のいる公立診療所の代診医派池   

メリット  ・電陪で気軽？に応嬢中綿できる   ：品高ナ録  
遽蘇通旨彗壷等紆警駄禦誰晶甜譜夏  
病院内の協力体制をつくりやすい。   

デメリット  ‥  ■等差産品㌫   

集積資料  

（輔）うち「独和蹄拗抄ター」分  

協力病院数 医師数 派遣日数  医師数 派連日致  年 度  

平成14年度  

平成15年康  

平成16年虔  

平成17年康  

平成18年度  

1ケ所  6人  21日間  6人 21日間  

2ケ所 11人  23日間  10人 20日間  

3ケ所  25人  57．5日間  20人 47．5日間  

2ケ所 15人  23日間  14人 22日間  

2ケ所  6人  7日間  4人  5日間  

）  

平成20年虔  

）  

5ケ所  20人  23日間   

8ケ所  61人113日間   

8ケ所  42人  ア0日間  

3人  3日間   

3人  6日間   

3人  6日間   



へき地医療支援機構・地域区分図  
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5．島根県方式  

島根県の地域医療施策の取組経緯とポイント  

・赤ひげパンク（眩飾蛙録憫度）  

（故に無料．職業紹介所〉  

・へき地医療奨学金制度鋼股  

・隠師櫓保対清窒股欄   

や職在動脈鏑旅虜暮鸞ほ、鵡持咋職印n柵断た市郎）み  

★地域医療施策の取組のポイント   

①へき地勤楕匿鱒積保也義鋸へき埠臣■文雄会義に改称）をれ主導で大事の協力を得て股tした。  
（この食で大学からの♯規漬遭匿静と自治霞の派1椚暮を行うことが可能になった〉   

②■血中央■虎の■木耳書方針の3木柱の一つに「へき地丑■支援体側の充儀汀が位膚づけられた。  

③へき馳蜃■支嬢機構をH川Iこれ土中央ホ恍に鮫t．そして、州別こは■任租当暮をE正．さ引こ、  
H柑にはれ儀■鶴牧錮偶に重機機≠と■任地当書を移し、れの施策として地媚臣■支援に  
取り鶴む襲わを明確化した．  

㊨川8には医師確保対策王を股tし、スタッフを拡充するなど推遺体制を書傭したe  

t⑤現在，▲繊大学電攣ヰとの連携を削ヒし、地域匿■に構わる医師の書嵐研♯匿の定義策に力を  
入れている。今後は、爽学食貸与匿師事のRt桝iについても大撃との協■により実施予定。  

も1l   



島根県の医師確保対策手業の概要  
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